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相談支援従事者養成確保・推進事業 

 

 

 

１．支援会議の位置づけ、開催するにあたっての 

ポイント等を学びます。 

※会議の準備に必要なこと、会議の進め方、目的 

の明確化（会議によって違う［サービス担当者 

会議・ケア会議等、モニタリングの意味］）、 

効果、出席者の考え方、（福祉関係者だけでは 

ない）・役割、支援ネットワークの形成の意味、

誰もが理解できる言葉の活用等 

 

２．ファシリテーションスキルのエッセンスを学び、 

効果的な支援会議を開催する力を身につけます。 

【お問合わせ・お申込み先】 
  社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 

川崎市高齢社会福祉総合センター 人材開発研修センター 
〒２１４－００３５ 川崎市多摩区長沢２－１１－１ 

TEL ０４４－９７６－９００１ FAX ０４４－９７６－９０００ 

令和元年度 支援会議・サービス調整会議実践研修（相談支援従事者養成確保・推進事業） 

～ファシリテーション技術～ 

受講の可否にかかわらず、

結果を郵送またはＦＡＸ

で通知いたします。研修の

1 週間前を過ぎても通知

が届かない場合は、ご連絡

ください。 

効果的な 

会議を開く 

準備の仕方 

グループ内
での役割 

合意形成 相談支援員が 
どのように 
まとめていく
のか 

会議の仕方 

効果的な支援会議の開き方 

日 時：令和元年１０月９日（水）９：４０～１６：４０ 

会 場：中原区役所 ５階５０２会議室（住所：中原区小杉町３－２４５） 

    （JR南武線・横須賀線 武蔵小杉駅 北改札（南武線口）、東急東横線・ 

目黒線 武蔵小杉駅 正面口から徒歩 5分） 

受 講 料：無 料 

対 象 者：川崎市内に所在する事業所等に勤務しており、下記のいずれかに該当する方 

・相談支援従事者初任者研修修了者 

・川崎市主任相談支援専門員試験受験予定者 

・サービス管理責任者研修修了者 

・相談支援従事者 

・その他、市が必要と認める者 

定  員：４０名（先着順） 

申込方法：申込用紙に必要事項を記入し、下記の申込み先 

へ FAXにて申込み 

申込締切：令和元年９月 2０日（金）午後５時≪必着≫ 

チーム作り 

 

 

なぜケース 
会議を開くのか 
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令和元年度 支援会議・サービス調整会議実践研修 実施要領 
 

１ 目 的 

 障害者の支援方針や具体的なサービス内容について、サービスを利用する障害者の同意を得るために、

支援会議を円滑に進める技術や様々なニーズと障害者の地域生活支援に必要なサービスを結び、制度が 

円滑に利用されるよう、関係機関との調整をする会議運営のノウハウ及び関係機関が連携して障害者を

支援する仕組みづくりのノウハウを学びます。 

 

２ 実施機関 

川崎市 ※社会福祉法人川崎市社会福祉協議会に事業委託して実施します。 

 

３ 日程及び会場  

 

４ 定員 

 ４０名（先着順） 

 

５ 受講者 

川崎市内に所在する事業所等に勤務しており、下記のいずれかに該当する者 

・相談支援従事者初任者研修修了者 

・川崎市主任相談支援専門員試験受験予定者 

・サービス管理責任者研修修了者 

・相談支援従事者 

・その他、市が必要と認める者 

 

６ 資料代 

 無料（交通費等その他経費については自己負担となります。） 

 

７ 受講者の推薦・申込み 

受講希望者は、「効果的な支援会議の開き方～ファシリテーション技術～ 申込書」に必要事項を漏

れなく記入の上、お申込ください。 

受講の可否にかかわらず、結果を郵送またはＦＡＸで通知いたします。研修の１週間前を過ぎても通

知が届かない場合には、お手数をお掛けいたしますがご連絡ください。 

 

（申 込 先） 〒２１４－００３５ 川崎市多摩区長沢２－１１－１ 

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 川崎市高齢社会福祉総合センター  

電話 ０４４－９７６－９００１ ＦＡＸ ０４４－９７６－９０００ 

 

（申込期限） 令和元年９月２０日（金）１７時≪必着≫ 

 

科 目 日 程 会 場 

効果的な支援会議の開き方 

～ファシリテーション技術～ 

 

令和元年１０月９日（水） 

９：４０～１６：４０ 

 

中原区役所 ５階５０２会議室 

【住所：中原区小杉町３－２４５】 
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８ その他 

（１）受講にあたって手話通訳、点訳教材等を必要とする方は、受講申込書の所定欄に記載してくださ

い。なお、受講申込書の所定欄「その他」において、人員や専門性を要する直接の支援を必要とす

る方につきましては、別途ご相談ください。 

（２）会場に駐車場はありませんので、ご了承ください。公共交通機関をご利用ください。 

（３）研修を通して知り得た個人情報は、当該研修業務の運営及び川崎市における計画相談に関する施 

策等の推進以外に使用されることはありません。 

   なお、上記目的の範囲内において、事業所所在地の各区に研修修了者の情報を提供する場合があ 

りますので、あらかじめご承知ください。 

（４）本研修は、川崎市計画相談支援体制強化事業費補助金（※）における交付要件「川崎市が実施す

る相談支援従事者研修」に該当します。 

    

≪川崎市計画相談支援体制強化事業費補助金とは・・・≫ 

指定特定相談支援事業所等の拡充に向け、平成３１年度において、所定の交付要件を満たした指定特定

相談支援事業所もしくは指定障害児相談支援事業所に対し、新たに配置した常勤専従の相談支援専門員 1

名につき１３０万円を上限に補助するものです。 

 詳細については、本要綱末尾に記載の川崎市健康福祉局 障害保健福祉部 障害計画課までお問い合

わせください。 

 

９ 講座全般に関しての問い合わせ先 

下記問い合わせ先の電話受付時間は、いずれも午前９時から午後５時まで（土日祝祭日を除く）です。 

 

【日程・会場・申込・カリキュラム内容等について】 

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 川崎市高齢社会福祉総合センター  担当 木村・細川 

電話 ０４４－９７６－９００１   ＦＡＸ  ０４４－９７６－９０００ 

  

【受講対象・修了過程・制度について】 

 川崎市健康福祉局 障害保健福祉部 障害計画課 

電話 ０４４－２００－０８７１   ＦＡＸ  ０４４－２００－３９３２ 
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令和元年度 相談支援従事者養成確保・推進事業 

 

支援会議・サービス調整会議実践研修 

「効果的な支援会議の開き方～ファシリテーション技術～」 

申込書 
 

 

【提出先（ＦＡＸ）】 

 川崎市高齢社会福祉総合センター  担当：木村・細川 

〒214-0035 川崎市多摩区長沢 2‐11‐1 

 電話：０４４－９７６－９００１ FＡＸ：０４４－９７６－９０００  

１．受講者名  

２．ふりがな  

３．生年月日 年      月      日 

４．法人名  

５．事業所名  

６．事業所住所 
※通知文送付先となります。 

〒 

 

７．事業所電話／ＦＡＸ ０４４（    ） ０４４（    ） 

 

８.研修修了年度 

 
※該当の場合のみご記入くださ

い。 

 

 

①相談支援従事者初任者研修を、平成   年度に修了 

②相談支援従事者現任研修を、平成   年度に修了 

③相談支援従事者地域リーダー養成研修を、平成   年度に修了 

④サービス管理責任者研修を、平成   年度に修了 

 

９．相談支援業務従事年数      年      か月 

１０．その他の業務従事年数

及び業務内容  

 ・（     年    か月）内容：          

・（     年    か月）内容：          

・（     年    か月）内容：          

１１．研修を受講する際に 

必要な配慮 

□車いすの有無 □介助犬の同伴 □点字教材 □拡大文字資料 

□手話通訳者 □要約筆記者 □その他（        ） 


